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令和８年１月２２日 
 
  各  位 
 

【お知らせ】 

青森県森林整備作業に係る指名競争入札参加資格について 

  
 時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

上記現資格者の入札参加資格については、有効期間が令和８年３月３１日までとなって

おります。 

つきましては、令和８年４月以降において引き続き、青森県が発注する治山事業等にお

ける森林整備作業の指名競争入札に参加する資格を得るためには、下記の手続きが必要と

なりますのでお知らせします。 

新規申請者につきましても同様の手続きが必要です。 

 

記 

 

１ 申請書の受付期間 

 

「青森県森林整備作業指名競争入札参加資格審査申請書」の受付は、次の期間内に別

記受付窓口まで郵送又は持参してください。 

（１）受付期間  令和８年２月２日（月）～２月２７日（金）まで 

（２）受付時間  午前８時３０分から午後５時まで 

※１ 申請書を持参する方は、土曜日、日曜日、祝日は受付できません。 

※２ 郵送の場合は、令和８年２月２８日までの消印有効です。 

 
２ 申請書の手続き及び様式について 

 
青森県庁ホームページ（下記アドレス）から「資格審査申請の手引き」及び関係様式

等がダウンロードできます（当 HP のことです）。 
“青森県林政課 作業資格制度”で入力・検索しても閲覧等可能です。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/simeikyoso_seido.html 
 ※令和３年度から申請書等の押印が不要となりましたので、ご留意願います。（押印不要

の様式がホームページに掲載されています。） 

※押印廃止に係る関係要領の改正内容については、青森県庁ホームページ（下記アドレ

ス）で御確認ください。 

https://www.pref.aomori.lg.jp/soshiki/nourin/rinsei/rinsei_shinrindoboku_yoryo.html 
 
３ 更新後の有効期間 

 
「資格審査申請書」の審査後、有資格者と認められた場合は、令和８年４月１日から

２年間が有効期間となります。 
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４ 林業労働力の確保の促進に関する法律第５条第１項の認定を受けたことを証する書類 

 

   現資格者におきまして、令和８年４月１日時点で認定有効期限が切れる場合は変更

の手続きを行って下さい。 

   新規申請者につきましては、新たに手続きを行って下さい。 

   提出書類は、計画認定証の写しで結構です。 

    

★林業労働力～に関する手続きのやり方等についてご不明な場合は、最寄りの青森県

○○農林水産事務所の林業振興課へ直接お問い合わせください。 

 

５ 各種書類の有効期限について 

 

   「林業技師登録証」等の有効期限が記載されている書類において、令和８年４月１

日時点で有効期限が切れる場合について注意してください。 

 

６ 資格審査の結果の通知 

 

   審査結果通知書の送付用として、申請者の郵便番号、宛先、商号・名称を記載した

返信用封筒（１１０円郵便切手を貼り付けしたもの）を、忘れずに、申請書とともに

同封してください。  

 

７  申請者メールアドレスについて 

 

   申請書受領後のやりとり（資料修正依頼、不足資料の依頼等）は主にメールにてや

りとりをしますので、必ず連絡のできるメールアドレスを申請書に記載してください。 

 

８ 参加資格審査申請書受付窓口【書類提出先】 

（住所）〒０３０－８５７０ 

青森市長島一丁目１番１号 

青森県農林水産部 林政課 治山・林道グループ（県庁北棟４階）担当：川村 義法 

（電話）直通  ０１７－７３４－９５２４ 

FAX   ０１７－７３４－８１４５ 

              メール  yoshinori_kawamura@pref.aomori.lg.jp 


